
  
がん検診精度管理事業（がん検診結果統一集計）要綱 

 
（目 的） 
第１条 県は、市町村が実施するがん検診の有効性評価を支援するため、検査結果（一次
検診及び精密検査）を把握し、その分析・評価を行い、検査の改善を指導することにより、
検診の精度管理の向上を図り、がんの早期発見体制の充実・強化に資する。 
 
（対 象） 
第２条 市町村が実施する、次のがん検診における被検者とする。 
 （１）胃がん検診 
 （２）子宮がん検診 
 （３）肺がん検診 
 （４）乳がん検診 
 （５）大腸がん検診 
  
（検査結果の把握） 
第３条 市町村は、がん検診（一次検診）を実施し、その結果に基づき精密検査を要する
と判定された者（以下「要精検者」という。）に対し、精密検査の受診を指導し、精密検
査実施機関に「精密検査連絡票（最低必要な項目を別紙１～５に例示）」による結果の報
告を求める。市町村は精密検査結果報告を把握して、記載マニュアル（別添）に基づき「調
査票（別紙表１～６がん検診結果統一集計表）」を作成し、県が指定する期日までに報告
する。 
 
２ 市町村は、結果が不明な要精検者については、精密検査受診結果の把握に努める。 
 
３ 県は社団法人埼玉県医師会（以下「県医師会」という。）を通じて、精密検査実施機
関に対して協力を求め、結果が不明な要精検者の精密検査受診結果把握に努める。 
 
（検査結果の評価等） 
第４条 県は、前条により把握した検査結果を集計し、「埼玉県生活習慣病検診管理指導
協議会」において分析・評価し、がん検診の実施方法及び精度管理について、市町村及び
がん検診実施機関に対する必要な助言・指導を行うものとする。 
 
（検査の改善） 
第５条 検査の改善に係る技術的指導は、県医師会に委託する。 
 
（実施上の留意事項） 
第６条 事業の関係者は、対象者の個人情報の保護に十分留意し、秘密厳守に徹するもの
とする。 
 
附 則  この要綱は、平成11年度において実施したがん検診から適用する。 
 
 
 
 
 



がん検診精度管理事業（がん検診結果統一集計）の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域（郡市）医師会 

 

市 町 村 
⑥一次検査結果報告及び精密検査結果（個票を）集計し、 

調査票（集計表）に記入 

一次検査実施医療機関 精密検査実施医療機関 

埼 玉 県 医 師 会 

⑪検査方法の 
改善の指導 

精検結果（途中経過） 
の報告 

⑪検査方法の 
改善の指導 

 

（一次検査実 
施の委託） 

 
精検結果（途 
中経過）の報 
告 

 
 

（市町村の委託 
事業としての 
結果報告） 

②事業説明 
調査票等の配布 
調査票作成指導 

⑧調査票の確認 
⑪結果の還元 

 

⑦記入済調査票（集計表）の送付 

④検査結果票 
（個票）の作成 

依頼 

⑤記入済検査結果 
票（個票）の回収 

※構成メンバー：医師・学識経験者・保健所長 
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埼 玉 県 
①調査票、精密検査結果（個票）の検討 
⑧調査票の集計 
 

⑨協議会の開催 
・検査の質の評価 
・検査の改善点の指摘 
・検診の有効性の評価 

 
埼玉県生活習慣病検診管理指導協議会 


